
基準３００－１  被扶養者認定基準  

1 

 

 

 

ＩＨＩグループ健康保険組合 被扶養者認定基準 
 

（目的） 

第１条 この被扶養者認定基準は、健康保険法第３条第７項ならびに関係法令、通

達等に基づき、被扶養者の認定を適正かつ公平に行なうための基準を定めたも 

のである。 

 

（被扶養者の認定） 

第２条 被扶養者の認定は、被保険者の届出に基づき健康保険組合がこれを認定  

  する。 

 ２．被扶養者の認定に必要な扶養に関する事実は、被保険者が文書でもって立証 

  しなければならない。  

３．被扶養者を増員および減員（被保険者の資格喪失により、被扶養者資格を喪

失する場合を除く）を決定したときは、別紙６①に定める通知「健康保険  被

扶養者（異動）決定通知書」を被保険者に発出する。 

 

（被扶養者の範囲） 

第３条 被扶養者の範囲は、主として被保険者の収入によって生計を維持されてい

る次の各号の一に該当する者で、日本国内に住所を有する者、または外国にお

いて留学をする学生、その他日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事

情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令

で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者である者、その他こ

の法律の適用を除外すべき特別の理由があるものとして厚生労働省令で定める

者は、この限りでない。 

（１）被保険者の直系尊属、配偶者（婚姻の届出していないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む、以下同じ）、子、孫および兄弟姉妹である者。 

 （２）被保険者の三親等内の親族であって、その被保険者と同一の世帯に属して

いる者。 

 （３）被保険者の配偶者であって婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と

同様の事情にある者の父母および子で、その被保険者と同一の世帯に属して

いる者。 

 （４）第３項に揚げた配偶者の死亡後におけるその父母および子で引き続きその 

   被保険者と同一の世帯に属している者。 
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（被扶養者認定対象者の収入） 

第３条の１ 被扶養者の認定にあたり対象となる収入は、住民税の課税・非課税に

かかわらず、次の各号の一に該当するものとする。 

 （１）給与収入（パート・アルバイトを含む）  

     税金等控除前の交通費等を含む金額（総収入）とし、複数個所で給与収

入を得ている場合は、その合計額とする。 

 （２）公的給付金（雇用保険失業給付，育児休業給付金）  

 （３）健康保険法による給付金（傷病手当金，出産手当金）  

 （４）各種年金収入（厚生年金，国民年金，遺族年金，障がい年金，恩給，企業

年金基金，確定拠出年金等） 

社会保険料、税金等控除前の金額とし、公的年金・私的年金等すべての年

金を対象とする。なお、複数の年金を受給している場合は,その合計額とす

る。 

 （５）自営業者等（含む，農業・不動産賃貸業）の収入  

     収入総額から必要経費を差し引いた収入とするが，差し引くことのでき

る必要経費は，所得税法上で認められている必要経費とは異なり，別紙２

「ＩＨＩグループ健康保険組合が認める直接的必要経費一覧表」に定める

当組合が認めた直接的必要経費のみとし、別紙３「直接的必要経費申告書

」に必要書類を添付して提出を受け、判断するものとする。（この基準は、

認定対象者の扶養義務者の所得を比較する際にも準用する） 

     なお，従業員（身内を含む）の雇用があり、給料賃金を支払っている場

合は、社会通念上、申請者は従業員の雇用主として社会的責任を果たす立

場にある。したがって、健康保険制度の趣旨から、自らが被扶養者として

生計を維持される立場になることは妥当ではなく、被扶養者認定対象者か

ら除外する。 

     また，自営業者の事業所が法人事業所であって，自らが当該法人事業所

の代表者である場合も、健康保険と厚生年金保険の強制適用被保険者に該

当するため、被扶養者認定対象者から除外する。  

 （６）投資事業所得（株・不動産）、仮想通貨、FX 等の配当金、利子収入 (預貯

金利子・有価証券等 ) 

 （７）上記に掲げるほか、継続性のあるすべての収入 

 

（収入の認定基準額） 

第３条の２ 前条における収入の認定基準額は、次による。  

 （１）認定対象者が 60 歳未満の場合は年間収入（ 1 月から 12 月までの収入）が

130 万円未満（月額換算で 108,334 円未満）、60 歳以上または厚生年金保険

法の障がい厚生年金の支給要件に該当する程度の障がい認定者の場合は１８

０万円未満（月額換算で 150,000 円未満）であって、かつ、被保険者の年間
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収入の２分の１未満であること。 

 （２）年の途中で勤務先や勤務形態の変更（正社員からパート勤務に変更等）が

あった場合の認定基準額については、年間収入が把握できないため、別紙４

「給与等の収入年間見込額証明書」および月額換算額により判断する。  

 （３）雇用保険失業給付、育児休業給付金、傷病手当金、出産手当金等を受給し

ている場合は、日額換算で 60 歳未満の場合は 3,612 円未満、60 歳以上また

は厚生年金保険法の障がい厚生年金の支給要件に該当する程度の障がい認定

者の場合は 5,000 円未満であること。 

 

（被扶養者の帰属） 

第３条の３ 同一世帯で扶養能力のある者が複数いる場合は、扶養義務の程度、収

入の多寡を総合的に勘案し、主として生計を維持する者を決定し、その者の被

扶養者とする。なお、夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定については、

厚生労働省からの新たな取扱い基準を示した通知ならびに取扱いの詳細Ｑ＆Ａ

に基づき決定する。 

「夫婦共同扶養の場合における被扶養者認定について」 

（令和３年４月３０日保保発 0430 第２号・保国発 0430 第１号通知） 

「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定に係るＱ＆Ａについて」  

（令和３年８月１１日厚生労働省保険局保険課事務連絡） 

   

２．夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、次による。 

（１）被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入（過去の収

入、現時点の収入、将来の収入等から今後１年間の収入を見込んだものとす

る。以下同じ。）が多い方の被扶養者とする。  

（２）夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の１割以内である場合は、

被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者

の被扶養者とする。 

（３）夫婦の双方またはいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被

扶養者とすべき者に係る扶養手当またはこれに相当する手当（以下「扶養手

当等」という。）の支給が認定されている場合には、その認定を受けている

者の被扶養者として差し支えない。 

   なお、扶養手当等の支給が認定されていないことのみを理由に被扶養者と

して認定しないことはできない。 

（４）当組合が不認定を決定した場合は、別紙６②に定める通知「健康保険  被

扶養者（異動）決定通知書（不認定）（以下「別紙６②」という）」を被保

険者に発出する。 

当該通知には、不認定となった方の氏名、認定しなかった理由（年間収入

の見込み額等）、被保険者の年間収入、被保険者の夫婦相手方の年間収入、
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被保険者の標準報酬月額および決定年月日、届出日、決定日および審査請求

できる旨の教示文等を記載することとし、被保険者は当該通知を届出に添え

て次に届出を行なう保険者等に提出する。 

（５）（４）により当組合が他保険者等が発出した不認定に係る通知とともに届

出を受けた場合は、当該通知に基づいて届出を審査することとし、他保険者

等の決定につき疑義がある場合には、届出を受理した日より５日以内（書類

不備の是正を求める期間および土日祝日を除く。）に、不認定に係る通知を

発出した他保険者等と、いずれの者の被扶養者とすべきか年間収入の算出根

拠を明らかにしたうえで協議する。 

この協議が整わない場合には、初めに届出を受理した保険者等に届出が提

出された日の属する月の標準報酬月額が高い方の被扶養者とする。 

標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により、主として生計を維

持する者の被扶養者とする。なお、標準報酬月額に遡及訂正があった結果、

上記決定が覆る場合は、遡及が判明した時点から将来に向かって決定を改め

る。 

（６）夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、別紙１「被扶養者認定に必要な添

付書類（以下「別紙１」という。）」に定めるもののほか、事由によっては

他の書類も求めることとする。 

３．夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。  

（１）被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者に

ついては直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主

として生計を維持する者とする。 

（２）当組合が不認定を決定した場合は、別紙６②を被保険者に発出する。 

当該通知には、不認定となった方の氏名、認定しなかった理由（年間収入

の見込み額等）、被保険者の年間収入、被保険者の夫婦相手方の年間収入、

被保険者の標準報酬月額および決定年月、届出日、決定日および審査請求で

きる旨の教示文等を記載することとし、被保険者は当該通知を届出に添えて

国民健康保険の保険者に提出する。 

（３）被扶養者として認定されないことにつき国民健康保険の保険者に疑義があ

る場合には、届出を受理した日より５日以内（書類不備の是正を求める期間

および土日祝日を除く。）に、当組合と協議する。 

この協議が整わない場合には、直近の課税（非課税）証明書の所得金額が

多い方を主として生計を維持する者とする。  

４．主として生計を維持する者が健康保険法（大正  11 年法律第 70 号）第  43 条

の２に定める育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安

定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととする。  

ただし、新たに誕生した子については、改めて上記２または３の認定手続きを

行なうこととする。 
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５．年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった 

被保険者の方の保険者等が認定することを確認してから削除することとする。  

６．被扶養者の認定後、その結果に異議がある場合には、被保険者または関係保険

者の申立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の地方厚生（支）局保険

主管課長（以下「保険課長」という。）が関係保険者の意見を聞き、斡旋を行な

うものとする。 

各被保険者の勤務する事業所の所在地が異なる場合には、申立てを受けた保険

課長が上記斡旋を行ない、その後、相手方の保険課長に連絡するものとする。 

 

（被扶養者の届出） 

第４条 新たに被保険者となった者が被扶養者を有するときおよび被保険者となっ 

  た後、被扶養者に異動が生じたときは、資格取得または異動が生じた日後、 

  ５日以内に「被扶養者異動（増員・減員）届」に別紙１に定める文書を添付し、

事業主を経由して健康保険組合に提出するものとする。ただし、当健康保険組

合の運用は、諸事情を勘案し、１ヵ月以内に「被扶養者異動（増員・減員）届

」を揃えて事業主経由で健康保険組合に提出する。 

 

（被扶養者資格の発生の時期） 

第５条 被扶養者資格の発生の時期は次による。  

 （１）新たに被保険者となったとき、または、被扶養者に異動が生じた日後、 

   １ヵ月以内に所定の「被扶養者異動（増員・減員）届」を健康保険組合に届

出したときは、被保険者資格取得の日または、被扶養者に異動が生じた日と

する。 

 （２）前号による届出が１ヵ月を超えて提出されたときは、原則として「被扶養

者異動（増員・減員）届」が提出された日とする。ただし、やむを得ない理

由で届出が遅れたと認められる場合は、被保険者資格取得の日または被扶養

者に異動が生じた日に遡及することがある。  

 （３）前各号にかかわらず、「被扶養者異動（増員・減員）届」および添付した

文書の内容に疑義があるときは、健康保険組合が扶養の事実を認定する日と

する。 

 

（被扶養者資格の喪失の時期） 

第６条 被扶養者資格の喪失の時期は、「被扶養者異動（増員・減員）届」の提出

の日時にかかわらず被保険者が被扶養者を扶養しなくなった日とする。  

 

（被扶養者資格の取消）  

第７条 健康保険組合が被保険者に提出を求めた別紙１に定める文書および第８条

に定める扶養の事実確認の調査における必要書類を正当な理由なく提出しない
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とき、ならびに被扶養者資格を欠いている事実を発見したときは、被扶養者資

格を取消す。この場合、被扶養者資格の喪失日は、被扶養者資格を欠く事実の

発生日を確定できるときはその日、確定できないときは被扶養者資格を欠いて

いることを発見した日とする。 

 ２．被保険者の虚偽その他不正行為により被扶養者資格を付与されまたは被扶養  

  者資格を喪失したにもかかわらず第４条による届出を怠りもしくはその事実を

隠し保険給付を受けたときは、その保険給付に要した費用の全部または一部を

被保険者から徴収することがある。 

 

（被扶養者の再審査） 

第８条 被扶養者を有する被保険者に対し扶養の事実確認の調査を行なうことがあ

る。 

 

（異議の申立て） 

第９条 被保険者は、被扶養者認定に関する決定に不服がある場合は、事業主を経 

由して健康保険組合に対し文書をもって扶養関係の事実を立証できる資料を添 

付し再審査の請求をすることができる。 
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附 則 

（施行期日） 

 １．この基準は、平成１０年３月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

 １．この基準は平成１４年１０月１日から施行する。 

【第１条の健康保険法引用条項の変更】 

 

附 則 

（施行期日） 

 １．この基準は、平成２０年７月１日から施行する。  

平成２０年７月１日付の当組合の名称変更に伴って、基準名称の「石川島播磨重  

工業健康保険組合」を「ＩＨＩグループ健康保険組合」に改訂する。  

 

附 則 

（施行期日） 

 １．この基準は、平成２２年４月１日から施行する。 

第５条１．および２．の条文中、「１５日」を「一ヵ月」に改訂する。  

 

附 則 

（施行期日） 

 １．この基準は、令和元年９月１日から施行する。 

 第３条第１項の「弟妹」を「兄弟姉妹」に法改正による改訂（平成２８年１０月

１日改正））、第４条の「被扶養者（異動）届」を「被扶養者異動（増員・減員

）届」に書類名称変更、要領との整合性による追加（諸事情を勘案した１ヵ月以

内の届出の運用）、第５条～第７条の文言整理等を行なった。また、別紙「被扶

養者認定に必要な添付書類」は、全面改訂し実態に即した見直しを行なった。 

 

附 則 

（施行期日） 

 １．この基準は、令和元年１１月１日から施行する。  

別紙「被扶養者認定に必要な添付書類」を、「日本国内に住居を有する被扶養者

の認定事務について」（平成３０年８月２９日保保発０８２９第２号）に即し改

訂する。 
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 附 則 

（施行期日） 

１．この基準は、令和２年 4 月１日から施行する。  

  健康保険法第３条第７項の一部改正および関係省令の規定に基づき、第３条第

１項の被扶養者の範囲に「日本国内に住所を要するものであること」，日本国

内に住所を有しないが「日本国内に生活の基礎があると認められるものも要件

を満たすものであること」，適用除外とする「特別な理由があるもの」は被扶

養者の対象から除外する旨を加え、別紙に日本国内に住所がない場合の添付書

類を加える。 

 

（経過措置） 

２．本改正により被扶養者でなくなるものが、施行日時点で日本国内の保険医

療機関に入院している場合、入院期間中は被扶養者資格を継続することとし、

退院した日をもって被扶養者資格を削除する。  

 

附 則 

（施行期日） 

１．この基準は、令和３年７月１日から施行する。 

  第３条の次に第３条の１（被扶養者認定対象者の収入）および第３条の２（収

入の認定基準額）ならびに第３条の３（被扶養者の帰属）を加え、第４条の別

紙を別紙１に改め、  第７条第１項必要書類未提出に関する文言を加える。 

  別紙を別紙１（被扶養者認定に必要な添付書類）に改め、別紙２（ＩＨＩグ

ループ健康保険組合が認める直接的必要経費一覧表）および別紙３（直接的必

要経費申告書）ならびに別紙４（給与等の収入年間見込額証明書）を加える。 

  また、別紙１の自営業・農業・不動産所得のある方の必要書類に「③直接的

経費申告書」と「過去３年分を提出する。事業実績が４年に満たない場合は、

当組合へお問い合わせください。」を、被保険者と別居または同一世帯に居住

していない方の必要書類に「届出時および認定された月の翌月以降６ヵ月間提

出する」を加える。 

 

（経過措置） 

２．現に自営業者である被扶養者は、令和３年度の被扶養者資格確認（検認）

の際に、別紙２（当組合が認める直接的必要経費一覧表）により令和２年の年

間収入を算出し、別紙３（直接的必要経費申告書）に必要書類を添付のうえ，

当組合へ提出する。当組合で被扶養者認定継続の可否を審査し、被扶養者認定

基準に該当しないと判断した場合は、当該附則の施行期日である令和３年７月

１日付で被扶養者資格を削除する。 
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附 則 

（施行期日） 

１．この基準は、令和３年１０月１日から施行する。 

 第 3 条の１の文言修正、第３条の３（被扶養者の帰属）を「夫婦共同扶養の

場合における被扶養者認定について」（令和３年４月３０日保保発 0430 第２

号・保国発 0430 第１号通知）ならびに「夫婦共同扶養の場合における被扶養

者の認定に係るＱ＆Ａについて」（令和３年８月１１日厚生労働省保険局保険

課事務連絡）に即し改訂し、別紙１の収入のある方の添付書類に夫婦の年間収

入比較に係る添付書類を加え、別紙５「育児休業等取得時見込額証明書（夫婦

共同扶養申請時用）」および別紙６「被扶養者認定結果のお知らせ（不認定通

知書）」を加える。 

 

附 則 

（施行期日） 

１．この基準は，令和６年１０月１日から施行する。 

「被扶養者の認定等に係る通知への教示文の記載について（令和５年１２月

２７日厚生労働省保険課事務連絡）」に即し，第２条第２項の次に第２条第

３項を加え，第３条の３第２項第４号ならびに第３条の３第３項第２号，別

紙６の様式変更および文言整理等の改訂を行なった。  







ＩＨＩグループ健康保険組合　2024.10

当健保では、被扶養者で自営業者の方の収入は、所得税確定申告の際に計上された経費を、必要経費として収入から

控除する取扱いをしておりましたが、２０２１年７月１日より、給与所得者等との公平性を図ることを目的に、必要

判定 科目名 判定 科目名

福利厚生費 ×

×

利子割引料 ×

修繕費

青色申告特別控除額

租税公課 ×

旅費交通費 △

素畜費

種苗費 ○

貸倒金

「×」

判定

「○」

一般所得 農業所得 不動産所得

判定

×減価償却費

売上原価（仕入代）

給料賃金 △ ×

また、自営業者の事業所が法人事業所であって、自らが当該法人事業所の代表者である場合も、健康保険と

「／」

従業員（身内を含む）の雇用があり、給料賃金を支払った場合は、社会通念上、申請者は従業員の雇用主と

して社会的責任を果たす立場にある。したがって、健康保険制度の趣旨から、自らが被扶養者として生計を

維持される立場になることは妥当ではなく、扶養認定対象者にはならない。

厚生年金保険の強制適用被保険者に該当するため、扶養認定対象者にはならない。

雇人費

×

×

○

自営業収入がある方の被扶養者認定基準について

●注意点

　①当健保が必要経費として認める額を除いた年間収入限度額１３０万円（６０歳以上の方、障害をお持ちの方は１８０

　　万円）未満かつ、被保険者の収入の２分の１未満であれば被扶養者として認定します。

　②必要経費の判定「△」印であっても、内容によっては認められない経費もあります。

＊ＩＨＩグループ健康保険組合が認める直接的必要経費

内容

直接的必要経費として認める経費

「収支内訳書」の「事業所住所」と「自宅住所」が同一の場合、用途が混在している可能性があるため、

給料賃金

通信費

雑費 ×

雑費

荷造運賃手数料

地代・小作料・賃借料

×

消耗品費 △

作業用衣料費 △

貸倒金

「△」

地代家賃 △

外注工賃 △

水道光熱費 △

利子割引料

荷造運賃

減価償却費 貸倒金

△

農薬衛生費 ○

○

雑費 ×

農具費 △

飼料費 ○

肥料費 ○

青色申告特別控除額 ×

△

△

△

×

地代家賃

×

専従者給与・専従者控除

専従者給与・専従者控除

△

広告宣伝費 ×

修繕費

動力光熱費 △

土地改良費 ○

△

損害保険料 ×

諸材料費

青色申告特別控除額 ×

経費の取扱いを以下のとおりとします。

　計算式　：　年間収入＝自営業収入－当健保が認める直接的必要経費＊

専従者給与・専従者控除

農業共済掛金 ×

接待交際費 ×

事業使用分と自宅使用分が明確にできる書類（直接的必要経費申告書）が添付された場合に限り、

科目名

審査のうえ事業使用分のみ認める。また、科目により一部認めない経費もある。

直接的必要経費として認めない経費

減価償却費

租税公課 ×

△

修繕費 △

租税公課 ×

×

借入金利子 ×

損害保険料 ×

基準３００－１ 別紙２



基準３００－１　別紙３

今後、被扶養者の収入状況に変更があった際は、速やかに連絡します。

また、本内容に相違があった場合は、遡って被扶養者資格を取消されても

異存ございません。

さかのぼって資格を取消した間に受けた医療費等の保険給付を全額返還いたします。

ＩＨＩグループ健康保険組合    2024.12

円 可 否

【注意事項】 受付日付印

円 可 否

円 円

円 可 否

円 円

円 可 否

円 円

円 可 否

円 円

円 可 否

円 円

円 可 否

円 円

円 円

（直接的必要経費として、自己申告する経費項目の金額と内容）

経費科目名
１年分の金額（円）

内容
健保使用欄

事業使用分 自宅使用分 合計金額 認定可否

フリガナ
続
柄

業種
内容認定対象者氏名

　　事業使用分の確認ができない場合は認められません。

被保険者等
記
号

番
号

被保険者
氏名

月

　①事業使用分と自宅使用分が同一の場合、用途が混在している可能性があるため、

　　申告する場合は記入してください。

　②別紙「当組合が認める直接的必要経費一覧表」を参照してください。

　　「×」印・「／」印は一切認められません。「△」印のみ申告可能ですが、

日

直接的必要経費申告書

　健康保険の被扶養者申請にあたり、自営業者等の直接的必要経費の内容について、

以下のとおり、申告いたします。

ＩＨＩグループ健康保険組合　行
（和暦） 年
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ＩＨＩグループ健康保険組合　行

給与等の収入年間見込額証明書

◎すべての該当項目（雇用主情報・勤労者情報・給与支払（見込）額）について、

　記入または✓をつけて証明してください。

【勤務先・雇用主　情報】

会 社 名
（問い合わせ先）

雇 用 主 名
担 当者 氏名

（ 代表 者）

住 所 電 話

代 表 電 話
記 入年 月日
（ 和 暦 ）

年 月 日

【勤労者・勤労予定者　情報】

勤労者氏名

雇用形態 正社員 派遣社員 パート アルバイト その他 （ ）

上記形態の
雇用開始年月日
（和暦）

年 月 日

健康保険加入 雇用保険加入 厚生年金加入あり なし あり なし あり なし

※記入日を含む月から将来にわたって１２ヵ月分を記入
【給与支払（見込）額 】 ※給与平均見込額には、諸手当（食事代など）を含む

給与支払(予定)年月
（和暦）

給与平均見込額 交通費見込額 賞与見込額
総支払見込額
（１ヵ月合計）

年 月 円 円 円 円

年 月 円 円 円 円

年 月 円 円 円 円

年 月 円 円 円 円

年 月 円 円 円 円

年 月 円 円 円 円

年 月 円 円 円 円

年 月 円 円 円 円

年 月 円 円 円 円

年 月 円 円 円

年 月 円

円

円 円

円 円

円 円

円

年 月

円 円

ＩＨＩグループ健康保険組合　2024.3

円 円

合　　計



基準３００－１　別紙５

（入手先）ＩＨＩ健保組合ＨＰ（https://www.ihikenpo.or.jp/）「申請書一覧」項番１－⑤

夫婦ともに育児休業等を取得する場合は、それぞれにつき１枚ずつ提出をお願いします。

記入内容について、別途問い合わせまたは必要書類の提出をお願いすることがあります。

・

ＩＨＩグループ健康保険組合　2024.3

・

・

・

【注意事項】

・勤務先にて証明をお願いします。今後一年間の予定収入額を記入してください。

やむを得ず予定収入額の証明ができない場合は、「直近の標準報酬月額」欄の記入をお願いします。

途中で復職する場合は、『給与等の収入年間見込額証明書』にて別途証明してください。

R6.8.1 9/26 9/27 R7.7.31

出産手当金 育児休業給付金
（産後５６日間）

（種類：

例）女性被保険者の場合

増員申請理由：出生のため　扶養することとなった日：令和６年８月１日　続柄：二女　

育児休業終了予定日：令和７年７月３１日

）

備　　　　　考

以　　上

円
直近の標準報酬
月額

育児休業給付金
受給金額（予定）

約 円

その他収入
（手当・賞与等）

約 円

月 日 まで日 から
（和暦）

年
育児休業給付金
受給期間（予定）

（和暦）
年 月

まで

出産手当金
受給金額（予定）

約 円

から 年月

下記のとおり育児休業等を取得（予定）していることを証明します。

年 月

被保険者氏名

出産手当金
受給期間（予定）

（和暦）
日

月 日記入年月日
（和暦）

（和暦）

住 所
担当者電話
（ 内 線 ）

電 話 年

日

育児休業等取得時収入見込額証明書（夫婦共同扶養申請時用）

ＩＨＩグループ健康保険組合　行

会 社 名 担当者氏名



 

 

 

 

 

 

ＩＨＩグループ健康保険組合 理事⾧ 

生年月日  平成〇年 〇月 〇日      取得年月日  令和〇年 〇月 〇日  

平成 〇年 〇月 〇日    女   妻     令和 〇年 〇月 〇日    認定     同居 

令和 〇年 〇月 〇日 

基準３００－１ 別紙６① 



 

 

ＩＨＩグループ健康保険組合 理事⾧ 

生年月日 平成 〇年 〇月 〇日   性別 男   取得年月日  令和 〇年 〇月 〇日  

平成 〇年 〇月 〇日    男    弟   

令和 〇年 〇月 〇日 

基準３００－１ 別紙６② 




